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第３１回ディベート甲子園中学の部 論題解説 

「日本は選挙の棄権に罰則を設けるべきである。是か非か」 

 

＊ 公職選挙法で定めるすべての選挙を対象とする。 

＊ 棄権とは、投票しないことであり、白紙投票は含まない。 

＊ 1回の棄権につき過料 1万円を課す。 

＊ 病気等やむをえない理由による棄権は除く。 

＊ 収入は選挙についての広報にあてる。 

論題検討委員 佐藤遼  

 
（論題解説の位置づけついて） 

論題解説は、ディベート甲子園に参加される中学生高校生が、論題発表後速やかに、資料の調査、議論の構築などディベートの準備にとりかかれ

るように、論題の解釈や想定されるいくつかの議論について解説したものです。論題解説が、論題の解釈や議論の範囲を制限するものではありませ

ん。全国の参加者が半年間、様々なアイディアを出し工夫を凝らして議論を構築することが奨励されます。 

 

● 揺らぐ民主主義 

 みなさんの公民の教科書を開くと、日本の政治は

「民主主義」を基本にしていると書かれています。

それもあってか、民主主義はもう完成した仕組みで、

これからも変わらないと、つい思ってしまいます。

確かに、ここ 1〜2世紀をふり返ると、いろいろな国

で民主主義が進んできました 1。 

 しかし、ここ数年で「民主主義の危機」といった

物言いが聞かれるようになりました。2024 年には、

民主主義をとる国・地域が、とらない国・地域を 22

年ぶりに下回ったそうです 2。今世界の民主主義に何

が起きているのでしょうか。 

 民主主義は、「選挙でリーダーを選ぶ」だけの仕組

みではありません。選挙で選んだ政治が暴走しない

ように、憲法や法律によって、私たちの権利や自由

を守るという大きな役割があります。ところが近年、

選挙で選ばれたはずの政権が、この土台を弱めてい

るのではないかと疑われる例が目立ちます。 

 トルコ、ハンガリー、チュニジアなど、さまざま

な国でそうした事態が起きています 3。民主制の中心

というイメージのあるアメリカでも、大統領が取り

仕切る移民取り締まりの中で、無実のアメリカ国民

が取締官に銃殺される事件が起きました 4。正当防衛

だという主張もある一方、国家が法や手続きの縛り

を受けないまま人権を制限できる状態は民主主義の

基本原理を損なっているという見方も根強いです。

日本も他人事ではありません。憲法をめぐる議論を

はじめ、民主主義の前提となってきた権利や自由を

脅かしかねない論調や提案も少なくない状態です。 

 今の世界を眺めると、選挙という民主的な方法で

選んだはずのリーダーが、民主制の土台を脅かす構

図がよく見られます。だからこそ今、「選挙さえあれ

ば民主主義は大丈夫なのか」「投票にはどんな意味が

あるのか」が問い直されています。この論題は第 16

回大会から 15 年ぶりの採用です。15 年の間で世界

に起きた変化は、選手の皆さんに何を問うのでしょ

うか。 

● なぜ選挙が大事だとされるのか  

 「投票に行こう」というスローガンが、選挙のた

びに聞かれます。街のポスター、SNSの広告、テレビ

ニュースなど、まだ有権者でない皆さんも耳にした

ことがあるでしょう。投票に行くことはなぜ大事な

のでしょうか？ 

 今の民主主義は国民主権という考えを基本にして

います。国民主権とは、政治の決め事に国民が最終

的な決定権を持つということです。イメージとして

は、おうちの決め事、例えば「あなたの１ヶ月のお

小遣いをどうするか」という決定を、お母さんやお

父さんなどが勝手に決めるのではなく、あなた自身

が関われる、といったことです。 

 もちろん、政策の一つ一つを国民が決めるやり方

もありますが（直接民主制といいます）、国民や選挙

運営者にとって大変なこともあり、日本では国レベ

ルでは行われていません。そこで、議会を通して国

民が政治を決めるようになっています。これを間接

民主制や議会民主制とよびます。 

 ここで一つの疑問が生じます。議会の作った法律

のほとんどが、私たちが直接に OKしたものではない

のです。本当なら税金も払いたくないし、自分にと

って都合の悪いルールには従いたくないと思うかも

しれません。なのに、ほとんど見てもいない国会中

継の間に偉い人が小難しい話をして決めた法律に従

わなくてはなりません。なぜでしょうか。お小遣い

の例でいうと、「親と話し合って月３千円と決めたな

ら少ないと思っても受け入れられる。でも、いつの

間にか親に決められてしまった。」という具合です。 

 この「私が直接法律を決めたわけではないのに、

なぜ国に従うのか」という問いに答える鍵が選挙で

す。選挙は、「本当は私に政策を決める権利があるけ

ど、候補者のあなたがやろうとしている政策が私の

やってほしいことに近いので、あなたに託します。」

という手続きなのです。 

 しかし、日本の投票率は最近ずっと低いままです。

衆議院総選挙の投票率の移り変わりを見ると、平成
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の頭までは投票率が 70％を超えることも少なくな

かったのに、2012年以降は投票率がずっと 60％を下

回っています 5。他の国と比べても投票率の低さが目

立ちます。2010 年代の下院選挙（日本では衆議院）

の平均投票率を計算すると、日本は 55.2%で、OECD

の 36 ヶ国中 31 位でした 6。政策議論が盛り上がっ

たように見えた直近の 2026 年衆院選でも、56.26%

で、その前の衆院選からほんの少し上がった程度で

す 7。 

 このような中でも、国民が政治を決めていると言

えるでしょうか。ほんとうに政治家は国民がやって

ほしい政策（民意）に沿った政治をしてくれるので

しょうか。 

 そこで、思い切って投票に行くことを義務にして

みてはどうか、というのが今回の論題です。 

   

● 論題の解釈 

 今回皆さんに議論していただく政策はどのような

ものでしょうか。論題の付帯文をなぞりながら確認

します。 

 何の選挙が対象か？：公職選挙法における選挙な

ので、国会議員を選ぶ国政選挙、そして地方選挙（都

道府県知事や市区村長、地方議会の議員を選ぶもの）

が対象になります。 

 何が義務となるのか？：この論題が有権者に求め

るのは投票所に出向くことであり、その先どういっ

た投票をするのかは指定されていません。これは投

票の内容が他の人に知られてはならないという「秘

密選挙」の原則（憲法第 15 条 4項）に基づきます。

なので、今特に投票したい政治家がいない人は、支

持してもいない人への投票を強制されるということ

はなく、白紙投票ができます。また、病気や怪我な

どによる棄権は罰を受けないので、やむをえない事

情がある人は投票しなくてもいいようになっていま

す。 

 どういう罰なのか：「過料」は「科料」とちがい、

警察に逮捕されたり、前科がついたりしません。ゴ

ミの分別ルールを守らなかったときや自転車を放置

したときに払う罰金と同じ種類になり、司法手続き

ではなく行政手続きによって処理されます。 

 今回の論題と付帯文は第 16 回大会の中学論題と

同じになっています。より詳しく知りたい方は、当

時の論題解説も読んでみてください。 

 

● 議論のポイント 

1. 投票率の上昇 

 投票を義務にしてまず起こりそうなのは、投票に

いくことが増えることでしょう。現実のデータを使

った研究でも、この傾向はおおよそ支持されていま

す。例えば、義務投票制を導入したシンガポールで

は、1958年の導入前後で投票率が 52.7％から 90.1％

まで上がり、その後も 90％以上の投票率を保ってい

ます。一つの国を超えて、色々な国や地域のデータ

を総合して分析した研究でも、義務投票制を導入し

ている国・地域の方が投票率が高いという結果がい

くつか出ています。 

 様々な研究を眺めると、この論題の導入によって

投票率が上がることは「ほぼ間違いない、と言えそ

う」であり、この論題のように罰則つきのものだと

10％以上の向上が見込まれています 8。また、「景気

の良し悪し」や「選挙が接戦かどうか」など、他に

投票率を変えそうな要因をなるべく除いて、義務投

票制だけの投票率への効果を計算する研究でも同じ

結果が出ています。（こうしたある制度の効果だけを

見る研究を、因果分析といいます。） 

 もちろん、「1万円くらい最悪払ってもいいや」と

か「投票しなくてもわざわざ自分を見つけ出して捕

まえることはないだろうから大丈夫」と思う人たち

もいるでしょうから、有権者の全員が投票すること

はないでしょう。（例えば、車のスピード違反にも罰

金がありますが、全員スピードを守っているわけで

はないですよね。）しかし、ディベートでポイントに

なるのは論題を行う「前後の差」です。その点、今

まで何らかの理由で投票に行っていなかった人たち

のうち誰かしらが、投票を義務化することで投票す

るようになるというのは起こってきそうです。 

 

2. ほんとうの議論の分かれ目はどこか 

 そこで問題になるのは、投票率が上がった「先」

です。ディベートというと、肯定側と否定側がお互

いのいうことをとにかく攻撃し続けるというイメー

ジがあります。しかし、そもそも論題の性質からし

て、肯定側と否定側の言うことが、大部分同じにな

るということがあります。今回の場合、「投票が増え

る」という同じ現象に対して、「これはいいことだ」

と主張する肯定側、「これは悪いことだ」と主張する

否定側という構図が多くなるのではないかと見られ

ます。つまり、「投票率が上がる」vs「投票率は上が

らない」という図式というより、「投票率が上がって

いいことが起こる」vs「投票率は上がるが悪いこと

が起こる」という図式で考えた方がいい試合が出て

くるということです。 

 もちろん、投票率が上がるという議論に全く反論

するな、ということではありません。特に「この日

本において、この論題を導入したときに、どの程度

投票率が上がるのか」は争う余地があるでしょう。

例えば、罰則ひとつ取っても、「市民の義務」と定め

るだけで罰は科さないイタリアやフィリピンといっ

た国もあれば、入獄や公共サービスの制限がおりる

ギリシャやペルーといった国もあります 9。罰の厳し

さによって投票率の上がり方が変わるのは想像がつ

くでしょう。引用されるデータや分析が、どこまで

今回の論題に当てはまるのかは問う価値があります。 

 このように「どこまで投票率が上がるのか」を主

軸にした試合ももちろん考えられますが、「投票率が

上がった先に何があるのか」が中心の争点になる試
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合も考えられます。この場合、「誰の投票率が上がる

のか」「その人たちがどういう投票行動をするのか」

「その結果政策や政治にどのような影響を与えるの

か」などが大事な問いとなり、その評価によって投

票率が上がるという同じ現象を良いものとするのか

（メリット）、悪いものとするのか（デメリット）と

いう判断につながるでしょう。 

 これらの問いに沿って、考えられるメリット・デ

メリットを整理します。 

 

● 誰が投票するようになってどう行動するのか 

 この論題を導入して新たに投票するようになるの

は誰なのでしょうか。その人たちはどうして今は投

票していないのでしょうか。そして、論題で投票す

るようになるとして、どのように投票するのでしょ

うか。 

 この人々をどう描き出すかが肯定側でも否定側で

も大事になってきます。 

 

1. メリット例：参加格差の是正 

 この制度で初めて投票するようになる人たちは、

政治に無関心な層や、若者、低学歴層など、もとも

と棄権しやすかった人たちだという主張があります。

今まではこうした政治への知識・関心が薄くなりが

ちな人たち、また経済的に恵まれていない人たちな

ど、社会的弱者の声が政治に反映されていなかった

のに対し、義務投票制をはじめると社会経済的な属

性によらず政治を動かせるというメリットが考えら

れます。 

 実際、日本では所得の低い人ほど投票に参加しよ

うとしない、ないし棄権しているという研究があり

ます 10。これはただ怠惰であるとか、知識がないと

いう個人の問題というより、「お金を稼がなければな

らないために長時間労働になり、政治のことを考え

る時間や気力を割けない」「仕事が不安定・不規則だ

から目先のお金のやりくりなどで気持ちが手一杯」

など、仕事や経済のあり方からも捉えられるかもし

れません。あるいは、小さい時の裕福さや認知能力

の影響も指摘されています 11。 

 そこで、みんな投票することを基本とするように

なれば、こうした方々も政治に参加するようになる

と言われています。ヨーロッパの複数の国や多数の

国のデータを分析した研究では、義務投票制を導入

すると年齢や社会経済階層によらず投票率が上がる

という結果もあります 12。 

 こうして、政治参加の不平等が和らぐというメリ

ットが考えられます。一方、義務投票制を導入して

もなおこうした格差が残っているという研究もあり

ます。したがって、「なぜ政治参加や意見反映の格差

が問題なのか」「どこまで格差が減らせるとメリット

として評価できるのか」という点も含めて議論を深

めると良いでしょう。 

 また、投票が自分ごとになるために、政治に関す

る意識や関心が上がるという主張があります。この

話も支持する研究がある一方、否定したり、むしろ

政治参加を押し付けられてしまうのだから逆に反感

を買ってしまうという主張もあります。これらは総

じて海外のデータを使っています。よって、もし試

合で論じるなら、「日本の有権者に対して、肯定側の

プラン（政策）を当てはめるとどうなのか」という

視点で、「今日本で棄権している層がなぜ関心・知識

がなくて、どういうカラクリでこの政策によって良

くなるのか」を具体的に描いていくべきでしょう。 

 

2. デメリット例：意思決定の質の低下 

 もし政治のことなんて本当にどうでもいいと思っ

ている人が、罰金があるからと仕方がなく投票しに

行くことになったらどうなるでしょうか。義務投票

反対論で特に根強いのは、義務だからと無理やりに

投票所に連れ出された人たちが、知識や冷静な判断

に基づかず投票するという指摘です。 

 研究では、こうした形で投票所に向かう人たちは

自分が本当に望んでいる政策や政治的な考えに沿わ

ない投票をしてしまうことが多いという結果もあり

ます 13。政治哲学者のジェイソン・ブレナン氏は、

知識とモチベーションが十分にある人たちだけが投

票するべきだとまで言い切っています 14。 

 また、最近は SNS がさらに広まり、SNS 上でのフ

ェイクニュース、証拠や冷静な議論よりも怒りや憎

悪などの悪い感情を揺さぶって注目を得る戦術（煽

動とよんだりします）がさらに見られるようになり

ました。生成 AIの技術が発展したことにより、AIが

生み出した画像や映像で簡単に人を騙せるようにな

っている、そして実際にそうしている人たちがいる

ということも、つい先日の衆院選で話題に上がって

います 15。 

 こうした現象はポピュリズムと呼ばれるより広く

世界的な現象の中に位置付けられるかもしれません。

政治家やエリートを悪者に見立て、人民との単純な

二項対立を煽る戦術を指します 16。今投票していな

い人たちは、特に政治の知識や関心を持っていない

層だとすれば、こうした誘導に簡単に流されて選挙

結果を大きく変えてしまうかもしれません。 

 一方で、では今投票している人たちは、そこまで

知識があって、熟慮した投票をしているのでしょう

か。SNSでの世論煽動の試みや、ポピュリスト政治家

の台頭といった現象は今投票している人たちにこそ

作用しているはずで、制度の導入後に投票のあり方

としてさらに悪くなると本当に言えるでしょうか。

肯定側はそうした反論が可能ですし、否定側は、「論

題により新しく投票するようになる人々が殊更そう

である」とか、「投票が基本の選択肢となることで政

治家や関連する組織のコミュニケーションの取り方

が変わる」といった可能性を考えながら、より分析

を重厚にすることが求められます。 
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● 政策がどのように変わるのか 

 このように有権者が動くようになるとすれば、政

治家はどのように応え、どういう政策を実行するの

でしょうか。ここも主張が分かれ得るところです。 

 政策には、資源（主に経済活動に役立つもの）、特

にお金をどういう人たちに行き渡らせるのかを決め

る役割があります。義務投票制によって考えられる

政策の変化にはいろいろなものがありますが、特に

この側面に注目しながら見ていきます。もちろん、

日本でどういう人がどういう政策求めているのかに

よって、他の種類の政策も選択肢になるでしょう。 

 

1. メリット例：平等的政策の実施 

 社会的・経済的な弱者が投票するようになるとし

たら、その人たちはどのような政策を望むのでしょ

うか。まさに社会で弱い立場に立たされているため

に、経済的平等を目指す政策が取られるという主張

があります。先ほどのメリット例は政治参加の格差

を問題にしていましたが、そこから生じる政策を問

題にするのがこのメリット例です。例えば、児童手

当、教育無償化、生活保護をもっと充実させる、と

いった政策が取られるようになるかもしれません。

外国のデータでは、義務投票制によって再分配政策

が取られやすくなるという分析もあるようです 17。 

 一方で、同じくらいそれを否定する研究もあるの

で、国ごとの文脈が重要になってきます。日本では

どうなるのでしょうか。今棄権している人たちはど

のような政策を望んでいるのか。政党や政治家は、

投票が当たり前になった世界ではどのような政策を

掲げてその人たちから票を得ようとするのか。具体

的な日本のデータに沿って主張することが求められ

るでしょう。 

 例えば、特に高齢化社会である日本では、世代と

いう軸に沿ってどのようにお金が分配されるのかが

重要になるかもしれません。「シルバーデモクラシー」

が若者の低投票率を語るときによく出てきます。こ

の考え方によると、投票がより人口分布よりも高齢

者に偏っているために、政治家は高齢者が好む政策

を取るようになります。例えば、医療や年金などの

社会保障です。こうした政策だけを取り続けると国

に入ってくるお金と国が使うお金がどんどん釣り合

わなくなってくると主張する人もいます（財政規律

と言います）。そこで、若者が投票に参加すると、若

者が気にしている子育て支援や雇用に関する政策に

もっとお金を使うようになるかもしれません。 

 

2. デメリット例：バラマキ政策の実施 

 一方で、より知識のない国民が投票することにな

るので、大衆迎合的な政策が取られるという意見も

あります。大衆迎合的というのは、政策をとると起

こることを慎重に考えずに、国民がパッと聞いて良

さそうと思うから取られるような政策のことです。

例えば、この間の衆議院選挙でも、ほぼ全ての政党

が消費税を減らそうと言っていました 18。 

 しかし、上の財政規律の視点、つまりどこからそ

のお金が出てくるんだという指摘もあります 19。例

えば、あなたのお小遣いが減ったら（国の収入が減

る）、使うお金を減らすか貯金を切り崩すか、借金を

する（国債）しかありません。そうすると長期的に

お金のやりくりができるのかという疑問が生まれま

す。 

 こちらも、上のメリット例と同じく、「ポピュリズ

ム」や「バラマキ」という大きな言葉を簡単に結び

つけるのを超えて、具体的にストーリーを伝えるこ

とが求められます。 

 

● むりに投票させることがいいのか、悪いのか 

ここまで、人々が投票した「先」の話を見てきま

した。しかし、投票することそれ自体に良さ、ある

いは場合によっては、悪さがあったりするのでしょ

うか。 

例えば、お金の良さを考えてみてください。お金

は、お金によって欲しいものが買えるからいいので

あって、お金を持っていることそのものは特にいい

ものではないかもしれません。これはお金自体に良

さがあるのではなく、お金によって買えるものに良

さがある状態です。このように、何かの良し悪しを

論じるとき、「その何かが別の何かを生み出すので良

い/悪い（道具的価値）」のか「その何かは、その何

かであるだけで良い/悪い（内在的価値）」のか区別

すると、議論がはっきりします。 

ここまでは、投票が上がることによって、良いこ

とや悪いことが生まれる、例えば弱者の意見反映や

ポピュリズム的投票が起こるという議論を見てきま

した。 

しかし、低くなる投票率を憂う声が聞かれる昨

今、なんとなく投票率が上がるのだったらそれでい

いような感じもします。また、無理やりに国民を投

票に連れて行くことは、そもそも許されるのかとい

う疑問もあります。これらは、そもそも投票するこ

とを国の側から押し付けること自体がいいのか悪い

のか、という種類の議論になります。 

 

1. メリット例：正当性の向上 

 政治家は選挙によって国民から「お墨付き（ゴー

サイン）」をもらっているからこそ、一部の国民から

反対があっても政策を国民に押し付けることができ

ます。言い換えると、このお墨付きが、政策の「正

当性」の源泉になるのです。しかし、国民の半分も

投票していないのだとすれば、本当に「お墨付き」

があると言えるのでしょうか。今よりももっと満遍

なくいろんな人が投票するようになることで、正当

性が上がるというメリットも考えられます。 
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2. デメリット例：棄権の自由の侵害 

 そもそも、投票は憲法で定められた国民の権利で

す。投票をする自由があるなら、投票をしない自由

もセットでついてくるはずです。この「棄権の自由」

という論点は憲法学でさかんに論じられてきました
20。一方、選挙権は権利であると同時に「公務」、す

なわち主権者である国民としての務めでもあるとい

う見方、「二元説」という考え方も根強いです 21。こ

の立場からは、投票は義務としての性格もあるのだ

から、国が義務とするのは正当化できるという考え

方もあります。 

 

● 終わりに 

 この論題は、どちらのサイドも突き詰めると「な

んで選挙が民主主義にとって大事なの？」「民主主義

はそもそもなんで大事なの？」「あなたのチームが守

りたい選挙や民主主義の価値ってなんなの？」とい

う問いから逃れられません。 

 例えば、もし今政治に無関心な人が適当な投票を

するようになったら、それは「民意をより反映でき

た」と呼べるのでしょうか？でも、そしたら逆に今

適当に投票している人はどうなるのでしょう？適当

な投票が多くてもなお、「民主主義にとっての選挙の

価値はこれだ」と言えるものはあるのでしょうか？ 

 明日起こるニュースが、公民や歴史の教科書を書

き換えるかもしれない。そういう時代を私たちは生

きています。だからこそ、教科書にある政治や民主

主義の説明を土台にして、自分たちで情報を集め、

持ち寄り、話し合い、吟味して、自分の考えを養い

続けるほかありません。 

 民主主義というものが正面から問われ続ける今日

もなお、私たちの政治体で民主制を行っているのは、

私たち市民に、そして何年か経てば有権者になるあ

なたに、政治を変える力がまだ託されているという

ことです。その立場にいる私たちにできることは、

ディベートの核心となる営みと深く結びついていま

す。それは、「違う立場の主張を、証拠と論理に分け

て慎重に評価する」、「その立場を頭に入れながら、

自分の主張をさらに磨く」、「その主張をわかりやす

く伝えることで、さらにお互いの考えを深める」こ

とで、社会の問題をともに考え抜くことです。 

 試合を楽しむのはもちろん、こうした差し迫った

問題を考え抜く入り口にこの論題がなればと思って

います。 
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